
規

則 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 平

成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
中
「
環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
第
五

条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
記
録
に
記
載
し
て
」
を
「
検
査
が
行
わ
れ
て
い

な
い
旨
を
通
知
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
九
号
の
、
浄
化
槽
の
清
掃
が
必
要
で
あ
る
旨
を
通

知
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
様
式
第
十
号
の
通
知
書
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
中
「
様
式
第
九
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
実
施
回
数
」
を
「
実
施
日
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 

五 

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
つ
た
日 

 

第
十
一
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

    

様
式
第
八
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
住

 
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 印

 

 
 

 
 

 
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
 

 
 

 
 

 
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
届
出
者

 
住

 
所

 

  
 

 
 

 
氏

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 印

 
」
 

 あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

 
あ

 
」

 

「
住

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
氏

 
 

  
 

 
電
話

 

 
 

 
                      」

 

 
 
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 印

 
 

 
 

 
 
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
 

 
 

 
 
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」

 

「
届
出
者

 
住

 
 
所

 

 
 

 
 

 
氏

 
 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
○ 印

 
 

（             
）  

（             
）
 



  

様
式
第
十
号
を
様
式
第
十
二
号
と
し
、
様
式
第
九
号
を
様
式
第
十
一
号
と
し
、
様
式
第
八
号
の

次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

 
 

 
 

 
電
話
番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」

 



 

様式第９号（第８条関係） 

 

浄化槽の検査に関する通知書 

 

                              年  月  日 

 

         様 

 

              登録番号 埼玉県知事 第          号 

              住  所           

              氏 名           

                   法人にあつては、主たる事務所の所在地、 

                   名称及び代表者の氏名 
              浄化槽管理士                   ㊞ 

              電話番号               

 

    年  月  日にあなたの下記１の浄化槽の保守点検を環境省関係浄化槽法施行

規則第２条保守点検の技術上の基準に基づき実施した結果を踏まえ、埼玉県浄化槽保守

点検業者登録条例第１０条第３項の規定により下記２に記載のことを通知します。 

  なお、浄化槽の検査については、備考に記載のとおりです。 

 

記 

 

１ 浄化槽の設置場所  

２ お知らせすること 
 浄化槽法第  条第１項に規定する水質に関する検査が

行われていないこと。 

 

 備考 

   浄化槽管理者（浄化槽を所有等する者）は、浄化槽法の規定により、１の検査を受

け、その後、２の検査を受けなければならないとされています。 

  １ 浄化槽設置後の検査（法第７条第１項） 

    使用開始後３か月を経過した日から５か月間に１回 

  ２ １の検査を受検した後の検査（法第１１条第１項） 

    １の法定検査を受検した後、毎年１回 

 

（              ） 



様式第１０号（第８条関係） 

 

浄化槽の清掃に関する通知書 

 

                              年  月  日  

 

         様 

 

              登録番号 埼玉県知事 第          号 

              住  所           

              氏 名           

                   法人にあつては、主たる事務所の所在地、 

                   名称及び代表者の氏名 
              浄化槽管理士                   ㊞ 

              電話番号               

 

    年  月  日にあなたの下記１の浄化槽の保守点検を環境省関係浄化槽法施行

規則第２条保守点検の技術上の基準に基づき実施した結果を踏まえ、埼玉県浄化槽保守

点検業者登録条例第１０条第３項の規定により下記２に記載のことを通知します。 

  なお、浄化槽の清掃については、備考に記載のとおりです。 

記 

 

１ 浄化槽の設置場所  

２ お知らせすること 

浄化槽の清掃が必要であること。 

（理由） 

 □ 浄化槽法第１０条第１項に規定する清掃が行われて

いないため。 

 □ その他当該浄化槽の清掃を必要とする理由があるた

め。 

 

 備考 

   浄化槽管理者（浄化槽を所有等する者）は、浄化槽法の規定により、毎年１回（全

ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね６か月ごとに１回以上）、浄化槽の清掃をし

なければならないとされています（法第１０条第１項）。 

 
 

（              ） 



 

 

  
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


